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申告が必要な人は？

以下に該当する人以下の所得がある人

給与のほかに所得があった営業、農業、その他の事業所得

２か所以上からの給与を受け取った家賃、地代などの所得

所得税の源泉徴収をされていない日雇い
賃金などを受け取った

生命保険契約などに基づく満期及び解約
などの所得

公的年金（厚生年金、国民年金、共済年
金）などの所得があった人で、社会保険料
などの控除を受ける

株式などの配当所得（上場株式などの配当
などを除く）

土地、建物などの譲渡所得

※上記以外の所得があった人で申告が必要となる場合もあります。

申告に必要なものは？
申告書（事前に郵送された人は忘れずにお持ちください）

収入金額のわかるもの（源泉徴収票など）

国民年金保険料の控除証明書（今年から添付が義務付けられました）

生命保険・損害保険の控除証明書
所得から差し引かれる社会保険料（国民健康保険税、介護保険料など）の支払金額が
わかるもの
配偶者控除、配偶者特別控除を受ける場合で、配偶者に収入がある場合は、その所
得金額のわかるもの（源泉徴収票など）
筆記用具・電卓・認め印・昨年の申告書の控え
還付口座（本人名義）の金融機関名、支店名、口座番号のわかるもの（所得税が還付に
なる場合）

■
申
告
書
は
１
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
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■
申
告
書
は
自
分
で
書
い
て
郵
送
を
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こ
こ
に
記
載
し
た
内
容
は
基
本
的
な

事
項
に
つ
い
て
の
説
明
で
す
。
詳
し
く

は
、
刈
谷
税
務
署（�
〈　

〉６
２
１
１
）、

２１

市
役
所
市
税
課
、
ま
た
は
申
告
相
談
会

場
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
市
役
所
会
場
は
特
に
混
雑
が

予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
時
間
に
余
裕
を

も
っ
て
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
駐
車
は

な
る
べ
く
市
役
所
西
会
館（
旧
婦
人
会
館
）

周
辺
ま
た
は
市
役
所
正
面（
ダ
イ
エ
ー
跡

地
）の
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

所得税・市県民税の申告はお早めに！

問い合わせ ▼市税課

広報あんじょう　2006.1.15�

確定申告会場

碧南市文化会館刈谷税務署

２月１６日�～３月１５日�（土・日曜日を除く）
２月１日�～３月１５日�（土・日曜日、祝日を除く。
ただし、２月１９日�・２６日�は開設）

開設期間

午前９時３０分～午後４時午前９時～午後５時開設時間

刈谷税務署
碧南市文化会館�

出張申告相談会場、市役所相談会場の日程

（開設時間　午前９時～正午、午後１時～４時）

対　象　地　区会　場月　日対　象　地　区会　場月　日

今池、住吉、篠目、井杭山、池浦作野公民館２月１０日�二本木、美園、緑、二本木新二本木公民館１月２７日�

小川、東、姫小川、野寺、寺領、木
戸、藤井

ＪＡ桜井支店２月１３日�
和泉、根崎、石井南部公民館１月３１日�

東端、城ヶ入南部公民館２月１日�

桜井、藤野、堀内ＪＡ桜井支店２月１４日�橋目、柿　、尾崎、宇頭茶屋、東栄、今本北部公民館２月２日�

新田、弁天、新明、三別、平貴東部公民館２月１５日�里、浜屋北部公民館２月３日�

市内全域
市役所大会議室
（本庁舎３階）

２月１６日�～
３月１５日�
（土・日曜日を除く）

箕輪、福釜西部公民館２月７日�

高棚、榎前西部公民館２月８日�

上条、西尾、東尾、河野、古井、東新、浜富、東明安祥公民館２月９日�

※市役所では２月１５日�までは受け付けできませんので、お間違えのないようお願いします。

　確定申告会場は、昨年と同様、刈谷税務署及び碧南市文化会館の２会場です。お近くの会場へお出かけください。

①次に該当する人は刈谷税務署または碧南市文化会館へお出かけください。
●営業等所得、農業所得（お知らせ額の人を除く）、不動産所得がある場合
●住宅借入金等特別控除を申告する場合
●土地、家屋、株式等の譲渡所得、先物取引による雑所得がある場合
●贈与税、相続税、消費税を申告する場合

②出張申告相談会場及び市役所会場で確定申告をする人は、申告書の第２表をご自身で記入していただきます。

記入を終えた人から順に番号札を配り、受け付けを行います。

※刈谷税務署の臨時駐車場が、同税務署の西と南の２か所に変更となりました。ＪＡあいち中央刈谷支店は利用
　できませんのでご注意ください。



平成１７年度と平成１８年度の変更点
平成１８年度平成１７年度

均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする
妻の均等割非課税措置の廃止で、均等割の全
額が課税＝４０００円

均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする
妻の均等割非課税措置の廃止に伴う経過措置
で、均等割の半額が課税＝２０００円

廃止。
ただし老年者控除と重複適用できなかった寡
婦（夫）控除が適用される場合あり。下記の表
1を参考。

老年者控除＝４８万円

左記の表２を参考公的年金等控除の縮減
定率控除額の変更
所得割額の７.５％（上限２万円）

定率控除
所得割額の１５％（上限４万円）

老年者非課税制度の廃止 (ただし、以下の経
過措置あり )　
平成１７年１月１日現在において６５歳以上で平
成１７年中の所得１２５万円以下の人＝所得割
額・均等割額の３分の２を減額

老年者非課税制度
６５歳以上で所得１２５万円以下の人は非課税

表１　寡婦（夫）控除　
寡婦控除＝２６万円扶養親族等有り死別・離婚寡婦（女性）
寡婦控除（特別）＝３０
万円

合計所得金額５００万円以下
で扶養親族の子有り

寡婦控除＝２６万円合計所得金額５００万円以下死別
寡夫控除＝２６万円合計所得金額５００万円以下

で所得３８万円以下の生計を
一にする子有り

死別・離婚寡夫（男性）

平成１８年度から、市県民税の内容が変更されます

所得税・市県民税の申告はお早めに！
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■
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
の
ご
利
用
を
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●
利
用
で
き
る
人

給
与
所
得
の
み
の
還
付
申
告
を
す
る
人
で
、

①
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人

②
中
途
退
職
し
た
人

③
２
か
所
以
上
か
ら
の
給
与
所
得
が
あ
る
人

④
年
末
調
整
漏
れ
の
所
得
控
除
が
あ
る
人

■
広
域
申
告
受
付
セ
ン
タ
ー
開
設
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表２　公的年金等控除の縮減　　　　　　�×�－�＝（雑所得）円
公的年金等に係る雑所得の速算表

�控除額�割合�公的年金等の収入金額の合計額年金を受け取る人の
年齢

（公的年金等の収入金額の合計額が７００，０００円までの場
合は、所得金額はゼロとなります）

６５歳未満
７００，０００円１００％　７００，００１円～１，２９９，９９９円
３７５，０００円７５％１，３００，０００円～４，０９９，９９９円
７８５，０００円８５％４，１００，０００円～７，６９９，９９９円
１，５５５，０００円９５％７，７００，０００円～　　　　　　

（公的年金等の収入金額の合計額が１，４００，０００円までの
場合は、所得金額はゼロとなります )

平成１７年度
まで

６５歳以上

１，４００，０００円１００％１，４００，００１円～２，５９９，９９９円
７５０，０００円７５％２，６００，０００円～４，５９９，９９９円
１，２１０，０００円８５％４，６００，０００円～８，１９９，９９９円
２，０３０，０００円９５％８，２００，０００円～　　　　　　

（公的年金等の収入金額の合計額が１，２００，０００円までの
場合は、所得金額はゼロとなります )

平成１８年度
から

１，２００，０００円１００％１，２００，００１円～３，２９９，９９９円
３７５，０００円７５％３，３００，０００円～４，０９９，９９９円
７８５，０００円８５％４，１００，０００円～７，６９９，９９９円
１，５５５，０００円９５％７，７００，０００円～　　　　　　
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●
と
き

２
月　

日�
〜　

日�
午
前
９
時　

分
〜

２０

２４

３０

午
後
５
時

●
と
こ
ろ

金
山
南
ビ
ル
１
階（
金
山
総
合
駅
南
口
横
）

※
駐
車
場
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
公
共
交

通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
国
民
健
康
保
険
税
･
介
護
保
険
料
の
納

付
額
証
明
、
農
業
所
得
の
お
知
ら
せ
額
は

担
当
課
か
ら
個
別
に
お
送
り
し
ま
す
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●
問
い
合
わ
せ

国
民
健
康
保
険
税
と
介
護
保
険
料（
市
に

納
付
し
た
人
）�
国
保
年
金
課　

※
介
護

保
険
料
が
年
金
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
る
人

は
、
源
泉
徴
収
票
に
納
付
額
の
記
載
が
あ

り
ま
す
。

農
業
所
得
の
お
知
ら
せ
額�
市
税
課

国
民
年
金
保
険
料�
刈
谷
社
会
保
険
事
務

所
国
民
年
金
課（�
〈　

〉２
１
１
１
）

２１


